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＜省略用語例＞ 

 

この情報において使用した次の省略用語は、それぞれ次に掲げる法令等を示します。 

所法 所得税法 

所令 所得税法施行令 

所規 所得税法施行規則 

措法 租税特別措置法 

措令 租税特別措置法施行令 

措規 租税特別措置法施行規則 

震災特例法 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律 

震災特例令 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律施行令 

震災特例規 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する

法律施行規則 
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解 説 編 

 

Ⅰ 認定特定非営利活動法人に対する寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除 

 

１ 認定特定非営利活動法人に対する寄附金控除の特例 

(1) 概要 

個人が、認定特定非営利活動法人（以下「認定NPO 法人」といいます。）に対し、その

認定NPO法人の行う特定非営利活動促進法第２条第１項に規定する特定非営利活動に係る

事業に関連する寄附（その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除きま

す。）をした場合には、その寄附に係る支出金は、所得税法第78条に規定する特定寄附金

とみなして、同法の規定を適用することとされています（旧措法41の18 の３）。 

    ※ 認定NPO法人とは、特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動      

法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資する

ことにつき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたもの（その認

定の有効期間が終了したものを除きます。）とされています（旧措法66の11の２③）。 

(2) 寄附金控除額の計算 

寄附金控除は、居住者が各年において特定寄附金（上記⑴により特定寄附金とみなされ

たものを含みます。）を支出した場合において、その年中の支出額が2,000 円を超えると

きは、次の算式で計算した金額を、その年分の総所得金額等から控除することとされてい

ます（所法78 ①）。 

    特定寄附金の額又は総所得金額等 

   の合計額の40％相当額のいずれか  － 2,000円  ＝  寄附金控除額 

    尐ない方の金額       

 

(3) 適用関係 

寄附金控除の適用を受ける場合には、寄附金の明細書、寄附金を受領した者の領収を証

する書類その他所定の書類を確定申告書に添付し、又はその申告書の提出の際に提示しな

ければならないこととされています（所法120③、所令262①、所規47の２）。 

 

２ 改正の概要 

認定NPO法人に対する寄附について、40％の控除率によりその年分の所得税から控除できる    

特別控除制度が創設されました。この税額控除は所得控除（寄附金控除）との選択制となり

ます。 

また、平成23年６月に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成23年法律第70

号）」が成立し、新たな認定制度が整備されました。この新たな認定制度による特定非営利

活動法人及び仮認定を受けた特定非営利活動法人に対して寄附をした場合についても、平成

24年分の所得税から、寄附金控除及び所得税額の特別控除の適用が認められることになりま

す。 
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３ 認定 NPO 法人寄附金特別控除（税額控除） 

(1) 概要 

個人が、認定NPO法人に対して支出したその認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事

業に関連する寄附に係る支出金（以下「認定NPO法人寄附金」といいます。）については、

次のイに掲げる金額がロに掲げる金額を超える場合には、その年分の所得税の額から、そ

の超える金額の40％に相当する金額（その金額に100円未満の端数があるときはその端数を

切り捨てます。）を控除することとされました。 

この場合において、その控除する金額が、個人のその年分の所得税の額の25％に相当す

る金額を超えるときは、その控除する金額は、25％に相当する金額（その金額に100円未満

の端数があるときはその端数を切り捨てます。）が限度となります（措法41の18の２②）。 

なお、25％に相当する金額については、公益社団法人等寄附金特別控除の適用がある場

合には、公益社団法人等寄附金特別控除額を控除した残額が限度となります。 

イ その年中に支出した認定NPO法人寄附金の額の合計額（その合計額にその年中に支出し

た特定寄附金等の金額を加算した金額が、その個人のその年分の総所得金額等の合計額

の40％に相当する金額を超える場合には、その40％に相当する金額からその特定寄附金

等の金額を控除した残額） 

ロ 2,000円（その年中に支出した特定寄附金等の金額がある場合には、2,000円からその

特定寄附金等の金額を控除した残額） 

※ 上記イ及びロの「特定寄附金等の金額」とは、所得税法第78条第２項に規定する特定寄附

金の額及び同条第３項又は租税特別措置法第41条の18第１項（政治活動に関する寄附をした

場合の寄附金控除の特例）の規定により特定寄附金とみなされたものの額並びに同法第41条

の19第１項（特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例）に規定する控

除対象特定新規株式の取得に要した金額の合計額をいいます（措法41の18の２②）。 

※ 上記イの「総所得金額等」には、所得税法上の退職所得金額及び山林所得金額が含まれる

とともに、租税特別措置法に定められている確定申告することを選択した上場株式等に係る

配当所得の金額（措法８の４）、土地等に係る事業所得等の金額（措法28の４）、土地等に

係る長期・短期譲渡所得金額（措法31、32）、確定申告することを選択した株式等に係る譲

渡所得等の金額（措法37の10）及び先物取引に係る雑所得等の金額（措法41の14）が含まれ

ます（措法41の18の２②、措令26の28①）。 

     

 

              － 2,000円  × 40％ ＝  

        (注1)                     (注2) 

  (注1) 認定NPO法人寄附金の額の合計額は、総所得金額等の40％相当額を限度とします。 

  (注2) 認定NPO法人寄附金特別控除額は、所得税額の25％相当額を限度とします。 

  

認 定 N P O 法 人 

寄附金特別控除額 

認 定 N P O 法 人 

寄附金の額の合計額 
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(2) 適用要件 

認定NPO法人寄附金特別控除は、確定申告書に、その控除を受ける金額についてのその

控除に関する記載があり、かつ、その金額の計算に関する明細書及びその計算の基礎とな

る金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り適用することとされています

（措法41の18の２③）。 

なお、その他の事項を証する書類とは、その寄附金を受領した認定NPO法人の次に掲げる

事項を証する書類（その寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限りま

す。）とされています（措法41の18の２③、措規19の10の３①）。 

① その寄附金の額 

② その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日 

③ その寄附金が、認定NPO法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に該当するも

のである旨 

④ その寄附金を受領した認定NPO法人の名称 

 

４ 適用関係 

   この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます（改正法附則23）。 
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Ⅱ 公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度の創設 

 

１ 制度創設の概要 

 平成23年税制改正において、認定NPO法人に対する寄附金ついて、新たに所得控除との選択

制による所得税の税額控除が導入されたこと（Ⅰ認定特定非営利活動法人に対する寄附金控

除参照）に併せ、公益社団法人、公益財団法人、学校法人等、社会福祉法人及び更生保護法

人についても、市民との関わり合いが強く、かつ、運営の透明性が確保されている法人に対

する寄附金について、新たに税額控除の対象とすることとされました。 

 

２ 公益社団法人等寄附金特別控除（税額控除） 

  (1) 概要 

個人が支出した所得税法第78条第２項に規定する特定寄附金のうち、下記(2)に掲げる法

人に対するもの（所得控除による寄附金控除の適用を受けるものを除きます。以下「公益

社団法人等寄附金」といいます。）については、次のイに掲げる金額がロに掲げる金額を

超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の40％に相当する金額（そ

の金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。）を控除することとされ

ました。この場合において、その控除する金額が、その個人のその年分の所得税の額の25％

に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、25％に相当する金額（その金額に

100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。）が限度となります（措法41の18

の３①）。 

イ その年中に支出した公益社団法人等寄附金の額の合計額（その年中に支出した特定寄

附金等の金額が、その個人のその年分の総所得金額等の合計額の40％に相当する金額を

超える場合には、その40％に相当する金額からその所得控除対象寄附金の額（その特定

寄附金等の金額から公益社団法人等寄附金の額の合計額を控除した残額をいいます。）

を控除した残額） 

ロ 2,000円（その年中に支出した所得控除対象寄附金の額がある場合には、2,000円から

その所得控除対象寄附金の額を控除した残額） 

※ 上記イの「特定寄附金等の金額」とは、所得税法第 78条第２項に規定する特定寄附金

の額及び同条第３項又は租税特別措置法第 41 条の 18 第１項（政治活動に関する寄附を

した場合の寄附金控除の特例）若しくは同法第 41 条の 18 の２第１項（認定特定非営利

活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例）の規定により特定寄附金とみなされた

ものの額並びに同法第 41 条の 19 第１項（特定新規中小会社が発行した株式を取得した

場合の課税の特例）に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額の合計額をい

います（措法 41 の 18の 3①）。 

※ 上記イの「総所得金額等」には、所得税法上の退職所得金額及び山林所得金額が含ま

れるとともに、租税特別措置法に定められている確定申告することを選択した上場株式

等に係る配当所得の金額（措法８の４）、土地等に係る事業所得等の金額（措法 28の４）、

土地等に係る長期・短期譲渡所得金額（措法 31、32）、確定申告することを選択した株
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式等に係る譲渡所得等の金額（措法 37の 10）及び先物取引に係る雑所得等の金額（措法

41の 14）が含まれます（措法 41の 18の３①、措令 26の 28の２④）。 

     

公益社団法人等寄附金の額－ 2,000円  × 40％ ＝   

         

 ※ 公益社団法人等寄附金の額の合計額は、総所得金額等の40％相当額を限度とします。 

 ※ 公益社団法人等寄附金特別控除額は、所得税額の25％相当額を限度とします。 

 

 

(2)  公益社団法人等寄附金特別控除の対象となる法人 

      公益社団法人等寄附金特別控除の対象となる特定寄附金の支出先は、次の①から④まで

に掲げる法人（その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けて

いることにつき、一定の要件を満たすものに限ります。）に対するものとされています（措

法 41の 18の３①、措令 26の 28の２①）。  

① 公益社団法人及び公益財団法人 

② 私立学校法第３条に規定する学校法人及び同法第 64 条第４項の規定により設立さ

れた専修学校・各種学校の設置のみを目的とする法人  

③ 社会福祉法人 

④ 更生保護法人  

 

(3) 適用要件 

       公益社団法人等寄附金控除の特例の適用を受ける場合には、確定申告書に、控除を受け

る金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、控除を受ける金額に関する明細書

及び次に掲げる書類を添付しなければならないこととされています（措法 41の 18の３②、

措規 19の 10の４⑩）。 

     イ その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類（寄附者の氏名及び住所の

記載があるものに限ります。） 

      ① その寄附金の額 

      ② その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日 

      ③ その寄附金が法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨 

      ④ その寄附金を受領した法人の名称 

ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第３条に規定する行政庁、私立

学校法第４条若しくは社会福祉第 30 条に規定する所轄庁又は法務大臣若しくは更生保

護事業法第 62 条に規定する地方更生保護委員会のその法人が上記(2)の要件を満たすも

のであることを証する書類（その寄附金を支出する日以前５年内に発行されたものに限

ります。）の写しとしてその法人から交付を受けたもの 

（注） 平成 23年分の所得税についてこの特例の適用を受ける場合は、平成 23年中に発行

された証明書の写しを添付することとされています（改正措規附則８）。 

公益社団法人等 

寄附金特別控除額 
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３ 適用関係 

    この制度は、平成 23 年分以後の所得税について適用されます（改正法附則 23） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  公益社団法人等寄附金特別控除、認定 NPO 法人寄附金特別控除又は政党等寄附金特別控除

について、所得金額の 40％相当額や所得税額の 25％相当額という控除限度額の計算について

は、法律上その計算方法が定められています。 

  総所得金額等の 40％相当額の計算については、まず寄附金控除の対象となる特定寄附金の

額の合計額（政党等に対する寄附金や認定 NPO 法人への寄附金で特定寄附金とみなされるも

のを含みます。）を控除し、その後、税額控除の対象となる公益社団法人等寄附金の額の合計

額、認定 NPO法人寄附金の額の合計額、政党等寄附金の額の合計額を順に総所得金額等の 40％

相当額から差し引きます。2,000円の計算にあたっても同様です。 

 

  

 

 

２ 

千 

円 

＜特定寄附金＞ 

・指定寄附金 

・特定公益増進法人へ

の寄附金 

 

＜みなし特定寄附金＞ 

・政治活動に関する寄

附金 

・認定 NPO 法人への寄

附金 

特定新規

株式の取

得 

(所得控除) 

公益社団

法人等へ

の寄附金 

(税額控除） 

認定 NPO

法人への

寄附金 

(税額控除) 

政党等へ

の寄附金 

 

(税額控除) 

震災関連寄附金 

【特定寄附金】 

（所得控除） 

※ 特定震災指定寄附金 
  については税額控除 

の選択可 

 

 

  また、所得税額の 25％相当額という特別控除額の限度額計算については、まず公益社団法

人等寄附金特別控除額を適用し、その後認定 NPO 法人寄附金特別控除額、特定震災指定寄附

金特別控除額を適用します。 

なお、政党等寄附金特別控除額は、別枠で所得税額の 25％の限度額を計算します。 

総所得金額等の 80％相当額 

（参考） 寄附金特別控除額の計算方法 

総所得金額等の 40％相当額 
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Ⅲ 震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除 

 

１ 概要 

   個人が東日本大震災に関連して寄附をした場合に、所得税法で総所得金額等の40％相当額以

下とされている寄附金控除の控除可能限度枠について、震災特例法により80％相当額以下と大

幅に引き上げることとされました。これにより、東日本大震災関連の寄附金の額は他の特定寄

附金の額と合わせて総所得金額等の80％相当額（他の特定寄附金の額がない場合には80％相当

額とされ、他の特定寄附金の額だけで控除可能限度枠である40％相当額に達している場合には、

別枠で40％相当額）まで控除できることになりました。 

また、認定NPO法人が東日本大震災に関連して被災者の救援活動等のために募集する寄附に

ついては指定寄附金に指定した上で、税額控除制度（特定震災指定寄附金特別控除）が導入さ

れました。さらに、NPO法人やボランティア団体等の被災者救援活動のために共同募金会連合

会が募集する寄附金についても同様に特定震災指定寄附金特別控除の対象とされました（震災

特例法８、平成23年財務省告示84号）。 

 

２ 震災関連寄附金（寄附金控除の特例） 

 (1) 震災関連寄附金 

    震災関連寄附金とは、国又は東日本大震災により著しい被害（被災者生活再建支援法施 

行令第１条各号に規定する被害）が発生した地方公共団体に対する寄附金及び東日本大震

災に関連して所得税法第78条第２項第２号の規定により財務大臣が指定した寄附金（いわ

ゆる指定寄附金）をいいます（震災特例法８①、震災特例令10①）。 

  

(2) 制度の概要 

個人が、平成23年３月11日から平成25年12月31日までの期間（以下「指定期間」といい

ます。）内に震災関連寄附金を支出した場合の平成23年から平成25年までの各年分の寄附

金控除については、次のイに掲げる金額がロに掲げる金額を超えるときは、その超える金

額を、その者のその年分の総所得金額等から控除することとされました（震災特例法８①、

所法78①）。 

イ その年中に支出した特定寄附金等金額と震災関連寄附金の額との合計額（その合計額

がその者のその年分の総所得金額等の合計額の80％相当額を超える場合には、80％相当

額） 

ロ 2,000円 

※ 上記イの「特定寄附金等金額」とは、租税特別措置法第41条の18第２項（政治活動に

関する寄附をした場合の寄附金控除の特例）に規定する特定寄附金等の金額（震災関連

寄附金の額を除きます。）と同項に規定する政党等に対する寄附金の額との合計額（そ

の合計額がその者のその年分の総所得金額等の合計額の40%相当額を超える場合には、

40%相当額）をいいます（震災特例法８③）。 

  ※ 上記イの「総所得金額等」には、確定申告することを選択した上場株式等に係る配当所
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得の金額（措法８の４）、土地等に係る事業所得等の金額（措法28の4）、土地等に係る

長期・短期譲渡所得金額（措法31、32）、確定申告することを選択した株式等に係る譲

渡所得等の金額（措法37の10）及び先物取引に係る雑所得等の金額（措法41の14）が含

まれます（震災特例令10②）。 

 

(3) 適用要件 

震災関連寄附金について寄附金控除の適用を受ける場合には、現行の所得税法の法令に定

められているように、寄附金控除の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類や特定

寄附金の明細書を、確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示する必要があり

ます（所法120③一、所令262①七）。 

 

３ 特定震災指定寄附金特別控除（税額控除） 

(1)  制度の概要 

   個人が指定期間内に支出した震災関連寄附金のうち、被災者に対する救援又は生活再建の

支援を行う活動（以下「被災者支援活動」といいます。）に必要な資金に充てられるもの（認

定NPO法人又は共同募金会連合会に対して支出するものに限るものとし、寄附金控除の適用

（上記２が適用される場合を含みます。）を受けるものを除きます。以下「特定震災指定寄

附金」といいます。）については、その年中に支出した特定震災指定寄附金の額の合計額（そ

の合計額にその年中に支出した他の震災関連寄附金等の金額を加算した金額が、その者のそ

の年分の総所得金額等の合計額の80％相当額を超える場合には、80％相当額から他の震災関

連寄附金等の金額を控除した残額）が2,000円（その年中に支出した他の震災関連寄附金等

の金額がある場合には、2,000円から他の震災関連寄附金等の金額を控除した残額）を超え

る場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の40％相当額（その金額に100円

未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。）を控除することとされました。この場

合において、控除する金額が、その者のその年分の所得税の額の25％相当額を超えるときは、

その控除する金額は、25％相当額（その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切

り捨てます。）が限度となります（震災特例法８②）。 

※ 上記の「他の震災関連寄附金等の金額」とは、特定震災指定寄附金以外の震災関連寄

附金の額及び特定寄附金等金額（上記２(2)の特定寄附金等金額をいいます。）との合計

額をいいます（震災特例法８②③）。 

 

 

   

               ＋             －2,000 円 ＝ 寄附金控除額 

     （ 

 ※ 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は、総所得金額等の 40％相当額が限度です。 

※ 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の合計額は、所得金額の 80％

相当額が限度です。 

震災関連寄附金以外の 

特定寄附金の額の合計額 

震 災 関 連 寄 附 金 

の 額 の 合 計 額 
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(2) 適用要件 

   特定震災指定寄附金特別控除の適用を受けるためには、確定申告書に、その控除を受ける

金額についてのその控除に関する記載をし、かつ、その金額の計算に関する明細書及びその

計算の基礎となる金額、その寄附金が被災者支援活動の資金に充てられるものである旨の証

明書類の添付をする必要があります（震災特例法８④）。 

なお、この証明書類とは、特定震災指定寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する

書類（特定震災指定寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限ります。）と

されています（震災特例規２②） 

① その寄附金の額 

② その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日 

③ その寄附金が、震災関連寄附金である旨及び被災者支援活動の資金に充てられるもので

ある旨 

④ その寄附金を受領した法人の名称 

 

 ４ 適用関係 

上記２及び３の制度は、個人が、平成23年３月11日から平成25年12月31日までの期間内に

支出する震災関連寄附金について適用されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            － 2,000 円  × ４０％ ＝ 特定震災指定寄附金特別控除額 

(注 2) 

 

(注 1) 特定震災指定寄附金の額の合計額は、総所得金額等の 80％相当額を限度とします。 

ただし、その年中に特定震災指定寄附金以外の寄附金の額がある場合には、総所得金

額等の 80％相当額から特定震災指定寄附金以外の寄附金の額を控除した残額が限度と

なります。 

(注 2)  特定震災指定寄附金特別控除額は、所得税額の 25％相当額を限度とします。 

ただし、公益社団法人等寄附金控除額、認定 NPO法人寄附金特別控除額があるときは、  

所得税額の 25％相当額からこれらの特別控除額を控除した残額が限度となります。 

特定震災指定寄附金 

の 額 の 合 計 額 

(注 1) 
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Ⅳ 特定寄附信託の利子所得の非課税の創設 

 

１ 特定寄附信託の利子所得の非課税 

(1) 制度の概要 

   特定寄附信託契約に基づき設定された信託（以下「特定寄附信託」といいます。）の信託

財産について生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配（公社債の

利子又は貸付信託の収益の分配については、一定の要件を満たすものに限ります。以下「利

子等」といいます。）については、所得税を課さないこととされました（措法４の５①）。 

 

 (2) 特定寄附信託契約の意義 

特定寄附信託契約とは、居住者が、信託会社（信託業法の免許を受けたものに限ります。

以下同じです。）又は信託銀行との間で締結したその居住者を受益者とする信託契約で、そ

の信託財産を寄附金控除の対象となる特定寄附金のうち民間の団体が行う公益を目的とす

る事業に資するものとして一定のもの（以下「対象特定寄附金」といいます。）として支出

することを主たる目的とすることその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件とし

て一定の要件が定められているものをいいます（措法４の５の②）。 

対象特定寄附金とは、次の①から⑥に掲げる法人又は信託に対して支出するものをいいま

す（措令２の 36⑥）。 

  ① 公益社団法人及び公益財団法人 

   ② 私立学校法第３条に規定する学校法人及び同法第 64 条第４項の規定により設立された

専修学校・各種学校の設置のみを目的とする法人  

   ③ 社会福祉法人 

   ④ 更生保護法人 

   ⑤ 特定公益信託 

   ⑥ 認定特定非営利活動法人 

 

(3) 非課税の対象となる利子所得 

この特例によって非課税となる利子等は、特定寄附信託の信託財産につき生ずる公社債若

しくは預貯金の利子又は合同運用信託（貸付信託を含みます。）の収益の分配です。ただし、

公社債の利子又は貸付信託の収益の分配については、その公社債又は貸付信託の受益権が一

定の方法により管理されており、かつ、その公社債又は貸付信託の受益権がその信託財産に

引き続き属していた期間に対応する部分の額に限ります。 

  

(4)  寄附金控除等の適用等 

信託の受益者はその信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、

その信託財産に帰せられる収益及び費用はその受益者の収益及び費用とみなすこととされて

いることから（所法 13①）、特定寄附信託の信託財産から対象特定寄附金として支出した金

銭は、原則として寄附金控除及び寄附金税額控除の対象となります。ただし、非課税の特例
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の適用を受けた公社債等の利子等については、重複して税制上の特例の適用を受けることを

排除する観点から、その利子等の金額に相当する部分について次の①から④に掲げる寄附に

関する特例の対象となる寄附金からは除外することとされています（措法４の５⑥、震災特

例令 10⑥）。 

① 寄附金控除（所法 78） 

② 認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控

除（措法 41 の 18 の２） 

③ 公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除（措法 41 の 18 の３） 

④ 震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除（震災特例

法８） 

 

(5) 特定寄附信託申告書の提出 

この特例の適用を受けようとする居住者は、特定寄附信託契約の締結の後、最初に非課税

の適用を受けようとする利子等の支払を受ける日の前日までに、信託の元本の額のうち寄附

金として支出する金銭の額の合計額その他一定の事項を記載した特定寄附信託申告書に、そ

の特定寄附信託契約の契約書の写しを添付して、これをその特定寄附信託に係る受託者を経

由し、その居住者の住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません（措法４の５③、措

規３の 17の２③）。 

 

(6) 寄附金控除に関する添付書類の特例 

   上記(4)の①から④までの寄附に関する特例について寄附金控除又は税額控除の適用を受

ける場合には、その寄附金が特定寄附信託の信託財産から支出されたものである旨及びその

寄附金と併せて寄附した非課税の特例の適用を受けた利子等の金額に相当する部分の金額

の記載された寄附金の領収書を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示する

必要があります（措令２の 36⑮、措規３の 17の２⑩⑪、震災特例令 10⑦、震災特例規２③）。 

 

２ 適用関係 

   この制度は、居住者が平成 23年６月 30日以後に締結する特定寄附信託契約に基づき設定さ

れた信託の信託財産について生ずる利子等について適用されます。 
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質 疑 応 答 編 

１ 認定 NPO 法人寄附金 

 

(1) 認定 NPO法人寄附金の具体例 

(答) 認定 NPO 法人に対し、その認定 NPO 法人の行う特定非営利活動促進法第２条第１項

に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附（その寄附をした者に特別の利

益が及ぶと認められるものを除きます。）を支出した場合の寄附金をいいます。 

 

 

(2) 寄附金控除と税額控除の選択 

(問) 認定 NPO 法人に対する寄附金について寄附金控除の適用を受けるか、認定 NPO 法人

寄附金特別控除として税額控除の適用を受けるかどちらが有利ですか。 

(答) 認定 NPO 法人に対する寄附金について、寄附金控除（所得控除）の適用を受ける場

合と、認定 NPO 法人寄附金特別控除（税額控除）の適用を受ける場合のいずれが有利

となるかは、その者の所得金額、寄附金の額、他の所得控除などによって異なります。 

   なお、この認定 NPO 法人に対する寄附金については、確定申告において寄附金控除

の適用を受けるか認定 NPO 法人寄附金特別控除の適用を受けるかどちらか有利な方を

選択できますが、その選択は、その年中に支出した認定 NPO 法人に対する寄附金の全

額についてどちらか一方の控除の適用を受けることとしなければならず、その一部の

金額については寄附金控除の適用を受け、その残りの金額については認定 NPO 法人寄

附金特別控除の適用を受けることはできません。 

  

 

(3) 更正の請求による税額控除への選択換え 

(問) 確定申告において寄附金控除の適用を受けていましたが、税額控除の適用を受ける

方が所得税の額が少なくなることが判明しました。この場合、更正の請求により、税

額控除の適用を受けることはできますか。 

(答) 確定申告においては、寄附金控除の適用を受けるか認定 NPO 法人寄附金特別控除の

適用を受けるかどちらか有利な方を選択できますが、確定申告をした後に、税額控除

の適用を受けることを理由として更正の請求を行うことはできません。 

   認定 NPO 法人に対する寄附金について、適用を受けていた寄付金控除から税額控除

への変更は、国税通則法第 23条第１項に規定する更正の請求理由（その申告書に記載

した課税標準等若しくは税額等の計算が法律の規定に従っていなかったこと又は計算

に誤りがあったこと）に当たりません。 

 また、適用を受けていた税額控除から寄附金控除への変更するための更正の請求も

できないこととなります。 

(問) 認定 NPO法人寄附金とはどのような寄附金ですか。 
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(4) 寄附金控除と特定震災指定寄附金特別控除 

(問) 東日本大震災に関連する寄附金として、認定 NPO 法人へ寄附をしましたが、震災関

連寄附金の対象となるのか、特定震災指定寄附金の対象となるのか分かりません。ど

のように判断すればよいですか。 

(答) 認定 NPO 法人に対して支出した震災関連寄附金等については、以下のような区分が

あります。 

① 認定 NPO 法人に対して支出した寄附金のうち、東日本大震災により滅失又は損壊を

した建物等（収益事業以外の事業の用に専ら供されていたものに限ります。）の原状

回復に要する費用に充てるために行った寄附金（その募集に際し、当該認定 NPO 法人

に係る所轄庁の確認を受けたものに限ります。）については、震災関連寄附金に該当

しますが、特定震災指定寄附金には該当しません（平 23.3.15財務省告示第 84号、平

23.6.10財務省告示 204号により追加）。 

② 認定 NPO 法人に対して支出した寄附金のうち、東日本大震災の被災者支援活動に特 

に必要な費用に充てるために行った寄附金で、その募集に際し、国税局長の確認を受

けたものについては、震災関連寄附金として寄附金控除を受けるか、特定震災指定寄

附金として税額控除の適用を受けるかどちらか有利な方を選択することができます

(平 23.3.15財務省告示第 84号、平 23.4.27 財務省告示第 143号により追加) 。 

③ 認定 NPO 法人に対して支出した寄附金で当該法人の特定非営利活動に対する寄附金

で、①及び②に該当しないものは、寄附金控除と認定 NPO 法人寄附金特別控除の選択

が可能です。 

  （これら①から③の寄附金を支出した場合の所得税法上の取扱いについては、P27 ５

(3)認定 NPO法人に対して震災関連寄附金を支払った場合の取扱いを参照してくださ

い。） 

  また、②の国税局長の確認を受けた認定 NPO 法人については、国税庁ホームページ

に掲載されています（P22 ５(1)特定震災指定寄附金参照）。 

 

認定 NPO 法人に対して支出した寄附金が①から③のいずれの寄附金に該当するかは、当

該認定 NPO法人が発行した寄附金の領収書に記載されることになっています。 
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(5) 認定 NPO法人寄附金特別控除の適用を受けるための手続 

(答) 認定NPO法人寄附金特別控除の適用を受けるためには、確定申告書に、その控除を受

ける金額についてのその控除に関する記載をし、かつ、その金額の計算に関する明細

書及びその計算の基礎となる金額、その寄附金を受領した認定NPO法人の次に掲げる事

項を証する書類（その寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限りま

す。）の添付をしなければならないこととされています（措法41の18の２③、措規19

の10の３①）。 

① その寄附金の額 

② その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日 

③ その寄附金が、認定NPO法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に該当す

るものである旨 

④ その寄附金を受領した認定NPO法人の名称 

(問) 認定 NPO 法人寄附金特別控除の適用を受けるための添付書類について教えてくださ

い。 
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２ 公益社団法人等寄附金特別控除 

 

(1) 公益社団法人等寄附金の具体例 

(答) 公益社団法人等に対する寄附金とは、以下に掲げる法人で、その運営組織及び事業

活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満た

すものとして行政庁等の確認を受けたものに対して支出した寄附金をいいます。 

   なお、一定の要件を満たすものとして行政庁等の証明を受けた場合には、当該行政

庁等から当該法人に対してその旨の証明書が発行されることとなっています（様式編 

１公益社団法人等寄附金「税額控除に係る証明書」参照） 

① 公益社団法人及び公益財団法人 

② 私立学校法第３条に規定する学校法人及び同法 64条第４項の規定により設立され

た専修学校・各種学校の設置のみを目的とする法人 

③ 社会福祉法人 

④ 更生保護法人 

 

 

 

(2) 公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けるための手続① 

(答) 公益財団法人等寄附金控除の特例の適用を受ける場合には、確定申告書に、控除を

受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、控除を受ける金額に関す

る明細書及び次に掲げる書類を添付しなければならないこととされています（措法 41

の 18の３②、措規 19の 10の４⑩）。 

(1) その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類（寄附者の氏名及び住

所の記載があるものに限ります。） 

  ① その寄附金の額 

  ② その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日 

  ③ その寄附金が法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨 

  ④ その寄附金を受領した法人の名称 

(2) 行政庁等のその法人が要件を満たすものであることを証する書類（その寄附金を

支出する日以前５年内に発行されたものに限ります。）の写しとしてその法人から

交付を受けたもの（様式編 １公益社団法人等寄附金「税額控除に係る証明書」参

照） 

 

(問) 公益社団法人等寄附金には具体的にどのような寄附金が該当しますか。 

(問) 公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けるための添付書類について教えてくだ

さい。 
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(3) 公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けるための手続② 

(答) 公益社団法人等寄附金税額控除の適用を受けるための添付書類として必要な、行政

庁等のその法人が要件を満たすものであることを証する書類は、その寄附金を支出す

る日以前５年内に発行されたものに限るとされていることから、原則として証明日か

ら５年以内に支出された寄附金がこの控除の対象となります。 

   しかし、平成 23 年分の所得税については、経過措置により、平成 23 年中に発行さ

れた証明書の写しを添付することが要件とされていますから、平成 23 年中に行政庁等

が税額控除の対象法人であることを証した公益社団法人等に対し、平成 23年中に支出

した公益社団法人等寄附金であれば、行政庁等の証明日がその寄附金を支出した日よ

り後であったとしても、公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けることができま

す（改正措規附則８）。 

 

(問) 公益社団法人等が税額控除の対象法人であることを証する行政庁が発行した書類に

ついて、行政庁の確認日が、当該寄附金を支出した日よりも後の場合でも、公益社団法

人等寄附金特別控除の添付書類として有効ですか。 
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３ 震災関連寄附金 

 

(1) 震災関連寄附金の具体例 

(答) 「震災関連寄附金」とは、次に掲げる寄附金をいいます。（震災特例法８①） 

① 平成 23年 3 月 11日から平成 25年 12月 31日までの期間(以下「指定期間」といい

ます。)内に国に対して直接寄附した寄附金  

② 指定期間内に「著しい被害が発生した地方公共団体(※)」に対して直接寄附した寄

附金  

※ 「著しい被害が発生した地方公共団体」とは、被災者生活再建支援法の適用団体と

されており、具体的には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉

県の各県(県内の市町村も含みます。)、長野県栄村、新潟県十日町市、新潟県津南町、

埼玉県加須市（旧大利根町の区域、旧北川辺町の区域）、埼玉県久喜市、東京都板橋

区をいいます。 

③ 日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等

の報道機関に対して直接寄附した寄附金で最終的に国又は「著しい被害が発生した地

方公共団体」に拠出されるもの  

④ 社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した寄附金  

⑤ 社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO 活動サポート募金」とし

て直接寄附した寄附金(平 23.3.15財務省告示第 84号)  

⑥ 認定 NPO 法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるた

めに行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)(平

23.3.15財務省告示第 84号、平 23.4.27財務省告示第 143号により追加)  

⑦ 公益社団法人又は公益財団法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要

な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該公益社団法人又は公益財

団法人に係る行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の確認を受けたものに限りま

す。)(平 23.3.15 財務省告示第 84号、平 23.5.20財務省告示第 174号により追加)  

⑧ 公共法人・公益法人等・特例民法法人・認定 NPO 法人（以下「公共・公益法人等」

といいます。）に対し、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等（収益事業以

外の事業の用に専ら供されていたものに限ります。）の原状回復に要する費用に充て

るために行った寄附金（その募集に際し、当該公共・公益法人等に係る主務官庁の確

認を受けたものに限ります。）（平 23.3.15 財務省告示第 84 号、平 23.6.10 財務省

告示第 204号により追加）  

⑨ 全国商工会連合会に対し、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工

会又は都道府県商工会連合会が全国商工会連合会の策定した計画に基づき行うその

地区における商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する

費用に充てるために行った寄附金(平 23.3.15 財務省告示第 84号、平 23.6.24財務省

告示第 209号により追加)  

⑩ 日本商工会議所に対し、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工会

(問) 震災関連寄附金には具体的にどのような寄附金が該当しますか。 
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議所が日本商工会議所の策定した計画に基づき行うその地区における商工業に関す

る施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に充てるために行った

寄附金(平 23.3.15財務省告示第 84号、平 23.6.24財務省告示第 209 号により追加)  

⑪ 公益財団法人ヤマト福祉財団に対し、東日本大震災により被害を受けた地域におけ

る農業若しくは水産業その他これらに関連する産業の基盤の整備又は生活環境の整

備により当該地域の復旧及び復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄

附金(平 23.3.15 財務省告示第 84号、平 23.6.24財務省告示第 209号により追加)  

⑫ ①から⑪以外の寄附金のうち、寄附した寄附金が、募金団体を通じて、最終的に国

又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に指定期間内に拠出されることが明らか

であるもの  

 

なお、上記⑤及び⑥の寄附金は「特定震災指定寄附金」として、寄附金控除(所得控除)

との選択により、税額控除の適用を受けることもできます(震災特例法８②)。 
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(2) 震災関連寄附金の具体例（公益社団法人等） 

(問) 震災関連寄附金のうち、公益社団法人等に対する寄附金については、具体的にどの

ようなものですか。 

(答) 公益社団法人等に対する寄附金のうち、震災関連寄附金に該当する主なものは以下

の寄附金です。 

① 東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金で、

その募集に際し、当該公益社団法人又は公益財団法人に係る行政庁(内閣総理大臣又

は都道府県知事)の確認を受けたもの（平 23.3.15 財務省告示第 84 号、平 23.6.10

財務省告示第 174号により追加） 

② 東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等（収益事業以外の事業の用に専ら

供されていたものに限ります。）の原状回復に要する費用に充てるために行った寄

附金で、その募集に際し、その公益社団法人等に係る行政庁の確認を受けたもの（平

23.3.15財務省告示第 84号、平 23.6.10財務省告示第 204号により追加） 

    

なお、①の寄附金については、平成 23 年 11 月２日現在以下の団体が確認を受けた公

益法人です。 

（国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイトに掲載されています。） 

https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/hojin_itiran.pdf 

 

▽ 内閣府の確認を受けた法人一覧 
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(3) 寄附金控除を受けるための手続 

(問) 震災関連寄附金について寄附金控除を適用するための手続について教えてくださ

い。 

(答) 震災関連寄附金について寄附金控除の適用を受ける場合には、確定申告書に寄附金

控除に関する事項を記載するとともに、寄附金を支出したことが確認できる書類(例え

ば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、受領証、募金団体が発行する預り証な

ど)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります

（所法 120③一、所令 262①七）。 

なお、日本赤十字社・中央共同募金会の「東日本大震災義援金」口座、国・著しい

被害が発生した地方公共団体の専用口座への寄附については、振込票の控(受領証)等

をもって寄附したことを証する書類として差し支えありません。 

 

 

 

(4) 震災関連寄附金の領収証（全国商工会連合会） 

(問) 震災関連寄附金のうち、全国商工会連合会に対して支出した寄附金について、寄附

金控除を適用するための添付書類は、具体的にどのようなものですか。 

(答) 全国商工会連合会に対し支出した寄附金で、東日本大震災により被害を受けた地域

を地区とする商工会又は都道府県商工会連合会が全国商工会連合会の策定した計画に

基づき行うその地区における商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る

事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平 23.3.15 財務省告示第 84 号、平

23.6.24財務省告示第 209号により追加。) については、領収書にその旨の記載がされ

ることになっています（様式編３(2)－１全国商工会連合会寄附金受領書様式参照）。 

しかし、告示日前に既に発行された領収証については、「所得税法第 78 条第２項第

２号及び法人税法第 37 条第３項第２号に基づき財務大臣が指定した寄附金（平成 23

年６月 24日付財務省告示第 209号）に該当するもの」である旨の記載がないことから、

寄附金控除の申告の際には、原則として、東日本大震災義援金に関する指定寄附金に

ついての確認書を添付又は提示することにより対応することとしています（様式編 

３(2)－2 全国商工会連合会確認書様式「東日本大震災義援金に関する指定寄附金に

ついて」参照）。 
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(5)  震災関連寄附金の領収証（日本商工会議所） 

(問) 震災関連寄附金のうち、日本商工会議所に対して支出した寄附金について、寄附金

控除を適用するための添付書類は、具体的にどのようなものですか。 

(答) 日本商工会議所に対して支出した寄附金のうち、東日本大震災により被害を受けた

地域を地区とする商工会議所が日本商工会議所の策定した計画に基づき行うその地区

における商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に

充てるために行った寄附金(平 23.3.15 財務省告示第 84 号、平 23.6.24 財務省告示第

209 号により追加) については、領収書に「所得税法第 78 条第２項第２号及び法人税

法第 37条第３項第２号に基づき財務大臣が指定した寄附金（平成 23年６月 24日付財

務省告示第 209号）に該当するもの」である旨の記載がされることになっています（様

式編 ３(3)－1日本商工会議所 寄附金受領書様式参照）。 

しかし、告示日前に既に発行された領収証については、その旨の記載がないことか

ら、寄附金控除の申告の際には、「東日本大震災義援金に関する指定寄附金についての

確認書」を添付又は提示することにより対応することとしています（様式編 ３(3)－

2 東日本大震災義援金に関する指定寄附金についての確認書様式参照）。 

 

 

(6) 震災関連寄附金の領収証（募金団体） 

(問) 震災関連寄附金のうち、新聞社等が募集する東日本大震災に関連する寄附金につい

て、寄附金控除を適用するための添付書類は、具体的にどのようなものですか。 

(答) 新聞社等が募集する東日本大震災に関連する寄附金について、最終的に国、地方公

共団体へ拠出されることが明らかである場合には、その寄附金は震災関連寄附金に該

当します。 

この寄附金について受付専用口座が設けられている場合には、預り証を発行しなく

ても、郵便振替で支払った場合の半券（受領証）や銀行振込で支払った場合の振込票

の控えをもって、税制上の優遇措置の適用を受けるための証明書類として差し支えあ

りません。 

なお、その半券や振込票の控えに印字された口座番号等が、募金団体の受付専用口

座であることが確認できるよう、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホー

ムページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが

分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券（受領証）や銀行振込で支払った場合

の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してくだ

さい。 
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４ 特定震災指定寄附金 

 

(1) 特定震災指定寄附金 

(問) 特定震災指定寄附金とは、具体的にどのような寄附金が該当しますか。 

(答) 特定震災指定寄附金とは、以下の寄附金をいいます。 

① 社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」とし

て寄附した寄附金(平 23.3.15財務省告示第 84号)  

② 認定 NPO 法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てる

ために行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限りま

す。)(平 23.3.15 財務省告示第 84号、平 23.4.27財務省告示第 143 号により追加)  

 

  ②については、平成 23 年 12 月２日現在以下の団体が確認を受けた認定ＮＰＯ法人で

す。 

（これらの情報は国税庁 HP に掲載されていますので最新の情報については国税庁 HP で

確認してください。） 

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/npo/npo_kif

ukin.htm 

 

▽ 確認を受けた認定 NPO法人一覧  

寄附金を募集 

する法人の名称 

主たる 

事務所の

所在地 

寄附金の募集目的 
指定寄附金 

となる期間 

特定非営利活動

法 人 ピ ー プ ル

ズ・ホープ・ジャ

パン 

東京都武

蔵野市中

町 2丁目 9

番 32 号 

東日本大震災の被災地である岩手県、

宮城県、福島県において被災者のため

に「医療支援を行う活動」に要する費

用に充てるため 

平成 23 年 5 月 10 日

から 

平成 25年 12月 31日

まで 

特定非営利活動

法人世界の子ど

もにワクチンを

日本委員会 

東京都千

代田区霞

ヶ関 3 丁

目 6 番 14

号 

東日本大震災の被災地である、宮城県

石巻市・気仙沼市、福島県相馬市・い

わき市、岩手県大船渡市・陸前高田市、

茨城県日立市・ひたちなか市において、

被災した子どもたちの心のケア支援を

行う活動、被災した子どもたちへの支

援物資の配布を行う活動に要する費用

に充てるため 

平成 23 年 5 月 20 日

から 

平成 24 年 3 月 31 日

まで 

特定非営利活動

法人難民支援協

会 

東京都新

宿区四谷 1

丁目 7 番

地 

東日本大震災の被災地である岩手県花

巻市・宮城県気仙沼市・茨城県つくば

市等において被災者のために法律相

談・地元団体へのボランティア派遣・

女性の為の権利擁護・安全確保事業等

を行う活動に要する費用に充てるため 

平成 23 年 5 月 24 日

から 

平成 25年 12月 31日

まで 

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/npo/npo_kifukin.htm
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/npo/npo_kifukin.htm
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特定非営利活動

法人 100万人のふ

るさと回帰・循環

運動推進・支援セ

ンター 

東京都中

央区銀座 4

丁目 14 番

11 号 

東日本大震災の被災地である福島県

(相馬市、南相馬市、いわき市)・宮城

県(仙台市)・岩手県(遠野市、岩泉市)

等において、被災者のために支援物資

の提供を行う活動に要する費用に充て

るため 

平成 23 年 5 月 24 日

から 

平成 23 年 9 月 30 日

まで 

特定非営利活動

法人日本国際ボ

ランティアセン

ター 

東京都台

東区東上

野 1 丁目

20 番 6号 

東日本大震災の被災地である①宮城県

気仙沼市において被災者のために社会

福祉協議会・災害ボランティアセンタ

ーの支援、②福島県南相馬市における

災害 FM支援、を行う活動に要する費用

に充てるため 

平成 23 年 5 月 24 日

から 

平成 23年 12月 31日

まで 

特定非営利活動

法人自然環境復

元協会 

東京都新

宿区高田

馬場 1 丁

目 3 番 13

号 

東日本大震災の被災地である岩手県釜

石市・陸前高田市、宮城県仙台市若林

区、茨城県東茨城郡大洗町において被

災者のために生活環境の改善、自然環

境の再生、集落の復興の活動に要する

費用に充てるため 

平成 23 年 5 月 31 日

から 

平成 25年 12月 31日

まで 

特定非営利活動

法人市民活動セ

ンター神戸 

兵庫県神

戸市中央

区元町通 6

丁目 7番 9

号秋毎ビ

ル 3階 

東日本大震災の被災地である福島県に

おいて被災者のために支援団体間のネ

ットワークづくり、被災者の実態把握、

コーディネート、情報発信等を行う活

動に要する費用に充てるため 

平成 23 年 5 月 31 日

から 

平成 25年 12月 31日

まで 

特定非営利活動

法人メッシュ・サ

ポート 

沖縄県名

護市字宇

茂佐 1712

番地の 3 

社団法人

北部地区

医師会病

院内 

東日本大震災の被災地である岩手県・

宮城県・福島県内において被災者のた

めに医療用ヘリコプターを活用し、避

難所及び診療所への医師、医療資材、

患者等の搬送活動に要する費用に充て

るため 

平成 23年 6 月 2日 

から 

平成 25年 12月 31日

まで 

特定非営利活動

法人神奈川海難

救助隊 

神奈川県

横浜市神

奈川区東

神奈川 1

丁目 8 番

地 1 

東日本大震災の被災地である宮城県石

巻市・気仙沼市・塩釜市・本吉郡南三

陸町等において、被災者宅の片付けや

漁港等の漁具類やガレキ等撤去の復興

支援活動に要する費用に充てるため 

平成 23年 6 月 3日 

から 

平成 25年 12月 31日

まで 

特定非営利活動

法人阪神淡路大

震災一一七希望

の灯り 

兵庫県神

戸市北区

星和台 5

丁目 27 番

地の 35 

東日本大震災の被災地である宮城県名

取市・石巻市・気仙沼市、岩手県陸前

高田市・広田町・小友町・大船渡市・

赤崎町・上伊郡大槌町、福島県三春町・

猪苗代町において被災者のための救援

活動に要する費用に充てるため 

平成 23年 6 月 8日 

から 

平成 25年 12月 31日

まで 

特定非営利活動

法人国際ボラン

山形県山

形市荒楯

町 1 丁目

東日本大震災の被災地である宮城県石

巻市・気仙沼市・南三陸町・女川町及

び東松島市において被災者のために瓦

平成 23年 6 月 9日 

から 



24 

ティアセンター

山形 

17番 40号 礫等の除去・物資の配達・炊き出しを

行う活動に要する費用に充てるため 
平成 25年 12月 31日

まで 

特定非営利活動

法人日本雲南聯

誼協会 

東京都新

宿区市谷

左内町 21

番 13 号 

東日本大震災の被災地である宮城県牡

鹿郡女川町、宮城県亘理郡亘理町なら

びに岩手県の子どもたちに、協会支援

校児童である雲南省少数民族の子ども

たちのメッセージを届け、お互いを勇

気付ける交流を行う活動に要する費用

に充てるため 

平成 23 年 6 月 11 日

から 

平成 25年 12月 31日

まで 

特定非営利活動

法人地球市民の

会 

佐賀県佐

賀市高木

町 3 番 10

号 

東日本大震災の被災地である①宮城県

仙台市、石巻市等の子どもたちの心の

復興のために行う活動、②宮城県気仙

沼市での瓦礫の撤去などの復旧支援事

業、③宮城県仙台市等の女性のために

支援物資の提供やメンタルケアを行う

活動、に要する費用に充てるため 

平成 23 年 6 月 23 日

から 

平成 25年 12月 31日

まで 

特定非営利活動

法人日本アニマ

ルトラスト 

大阪府豊

能郡能勢

町野間大

原 117番 

東日本大震災の被災地である福島県、

岩手県、宮城県において被災者のため

に動物の預かりを行う活動に要する費

用に充てるため 

平成 23 年 6 月 24 日

から 

平成 25年 12月 31日

まで 

特定非営利活動

法人女子教育奨

励会 

東京都渋

谷区広尾 3

丁目 7 番

16 号 

東日本大震災の被災地である①宮城

県、福島県、岩手県における被災者の

復興支援のコミュニティーを拡大する

活動②福島県いわき市からの未来のエ

ネルギーに関する被災地からの提言プ

ロジェクト③被災地である岩手県、宮

城県、福島県の農業シフトモデル構築

プロジェクト④岩手県、宮城県、福島

県における地域復興ビジョン策定プロ

ジェクト⑤被災地である宮城県、岩手

県の農業水産業支援プロジェクト⑥被

災地である岩手県、宮城県、福島県の

女性たちのビジネス創出プロジェクト

に要する費用に充てるため 

平成 23 年 11 月 1 日

から 

平成 25年 12月 31日

まで 

特定非営利活動

法人ジャパンハ

ート 

東京都台

東区台東 1

丁目 33 番

6号セント

オフィス

秋葉原 10

階 

東日本大震災の被災地である①宮城県

石巻市渡波地区における医療支援活

動、②宮城県気仙沼市における子ども

の心のケアを行う行動、③宮城県南三

陸町における仮設住宅への巡回保健活

動に要する費用に充てるため 

平成 23年 11月 23日

から 

平成 25年 12月 31日

まで 
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(2) 税額控除を受けるための手続 

(問) 特定震災指定寄附金について特定震災指定寄附金特別控除を適用するための手続に

ついて教えてください。 

(答) 特定震災指定寄附金特別控除は、確定申告書に、その控除を受ける金額についての

その控除に関する記載があり、かつ、その金額の計算に関する明細書及びその計算の

基礎となる金額、その寄附金が被災者支援活動の資金に充てられるものである旨の証

明書類の添付がある場合に限り適用することとされています（震災特例法８④）。な

お、この証明書類とは、特定震災指定寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証す

る書類（特定震災指定寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限りま

す。）とされています（震災特例規２②）。 

① その寄附金の額 

② その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日 

③ その寄附金が、震災関連寄附金である旨及び被災者支援活動の資金に充てられる

ものである旨 

④ その寄附金を受領した法人の名称 

 

 

 

(3) 寄附金控除と税額控除の選択 

(問) 震災関連寄附金について寄附金控除の適用を受けるか、特定震災指定寄附金として

税額控除の適用を受けるかどちらが有利ですか。 

   また、申告をした後、特定震災指定寄附金特別控除額の適用を受けるために更正の

請求をすることはできますか。 

(答) 震災関連寄附金について、寄附金控除の適用を受ける場合と特定震災指定寄附金特

別控除の適用を受ける場合のいずれが有利となるかは、その者の所得金額、寄附金の

金額、他の所得控除などによって異なります。 

   また、特定震災指定寄附金については、確定申告において寄附金控除の適用を受け

るか特定震災指定寄附金特別控除の適用を受けるかどちらか有利な方を選択できます

が、その選択は、その年中に支出した特定震災指定寄附金の全額についてどちらか一

方の控除の適用を受けることとしなければならず、その一部の金額については寄附金

控除の適用を受け、その残りの金額については特定震災指定寄附金特別控除の適用を

受けることはできません。 

   なお、確定申告においては、寄附金控除の適用を受けるか認定 NPO 法人寄附金特別

控除の適用を受けるかどちらか有利な方を選択できますが、確定申告をした後に、税

額控除の適用を受けることを理由として更正の請求を受けることはできません（１(3)

参照）。 
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５ 控除額の計算等 

 

(1) 寄附金控除の計算 

(問) 寄附金控除の具体的な計算方法について教えてください。 

(答)  特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除され

ることになります。 

 

(注 1) 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は、総所得金額等の 40％相当額が

限度です。 

(注 2) 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の合計額は、総所得金

額等の 80％相当額が限度です。 

 

  

 

 

(2) 特定震災指定寄附金特別税額控除の計算 

(問) 特定震災指定寄附金特別控除額の具体的な計算方法について教えてください。 

(答) 特定震災指定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額を所得税の額から控

除することができます。 

 

(注 1) 特定震災指定寄附金の額の合計額は、総所得金額等の 80％相当額が限度です。 

ただし、その年中に特定震災指定寄附金以外の寄附金の額がある場合には、総所得金

額等の 80％相当額から特定震災指定寄附金以外の寄附金の額を控除した残額が限度と

なります。 

特定震災指定寄附金以外の寄附金の額は、震災関連寄附金以外の寄附金の額（総所

得金額等の 40％相当額が限度です。)と震災関連寄附金（特定震災指定寄附金を除きま

す。）の額の合計額をいいます。 

(注 2) 特定震災指定寄附金特別控除額は、所得税額の 25％が限度です。 

 

   

               ＋             － ２千円 ＝ 寄附金控除額 

 

    

               －  ２千円    ×  40％  ＝ 

 

  

震災関連寄附金 

の 額 の 合 計 額 

特 定 震 災 指 定 
寄 附 金 
の 額 の 合 計 額 

(注 1) 

震災関連寄附金以外の 

特定寄附金の額の合計額 

(注 1) 

特定震災指定 

寄附金控除額 
(注 2) 

(注 2) 
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(3) 認定 NPO法人に対して震災関連寄附金等を支払った場合の取扱い 

(問) 認定 NPO法人に対して寄附金を支払った場合の取扱いについて教えてください。 

(答) 認定 NPO 法人に対して寄附金を支払った場合には、次に掲げる区分に応じて税務上

の取扱いが異なります。 

支払った寄附金の区分や税務上の取扱いにつきましては、直接支払先の認定 NPO 法

人等に確認してください。 

 

▽認定 NPO法人等に対して寄附金を支払った場合の税務上の取扱い 
 

区  分 所得税の取扱い 

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
対
す
る
寄
附
金 

⑴ 認定 NPO法人の東日本大震災の

被災者支援活動に特に必要とな

る費用に充てるために行った寄

附金として財務大臣が指定した

寄附金 

【H23.4.27財務省告示 143号】 

選 

択 

震災関連寄附金として、 

寄附金控除の対象となります。 

（総所得金額等の 80％相当額を限度） 

【震災特例法８①】 

特定震災指定寄附金として 

税額控除適用を受けられます。 

（総所得金額等の 80％相当額を限度） 

【震災特例法８②】 

⑵ 東日本大震災により滅失又は

損壊をした建物等の現状回復に

要する費用に充てるために行っ

た寄附金として財務大臣が指定

した義援金 

【H23.6.10財務省告示 204号】 

選 

択 

震災関連寄附金として、 

寄附金控除の対象となります。 

（総所得金額等の 80％相当額を限度） 

【震災特例法８①】 

認定 NPO法人寄附金として 

税額控除の適用を受けられます。 

（総所得金額等の 40％相当額を限度） 

【措法 41の 18の２②】 

⑶ 認定 NPO法人に対する上記⑴及

び⑵以外の当該 NPO法人が行う特

定非営利活動に係る事業に関連

する寄附金 

【措法 41の 18の２】 

選 

択 

特定寄附金とみなして 

寄附金控除の対象となります。 

（総所得金額等の 40％相当額を限度） 

【措法 41の 18の２①】 

認定 NPO法人に対する寄附金として 

税額控除の適用を受けられます。 

（総所得金額等の 40％相当額を限度） 

【措法 41の 18の２②】 

⑷ 特定非営利活動に係る事業に

関連しない寄附金 

寄附金控除の対象となりません。 
⑸ 認定 NPO法人以外の NPO法人に対す

る義援金 
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(4) 公益社団法人等に対して震災関連寄附金等寄附金を支払った場合の取扱い 

(問) 公益社団法人等に対して寄附金を支払った場合の取扱いについて教えてください。 

(答) 公益社団法人、公益財団法人等に対して寄附金を支払った場合には、次に掲げる区

分に応じて税務上の取扱いが異なります。 

支払った寄附金の区分や税務上の取扱いにつきましては、直接支払先の公益社団法

人等に確認してください。 

 

▽公益社団法人等に対して寄附金を支払った場合の税務上の取扱い 
 

区  分 所得税の取扱い 

⑴ 公益社団法人等の東日本大震災の

被災者支援活動に特に必要となる費

用に充てるために行った寄附金で、

その募集に際し行政庁の確認を受け

たもの 

 【H23.5.20財務省告示第 174号】 

震災関連寄附金として、 

寄附金控除の対象となります。 

(所得金額の 80％相当額を限度) 

【震災特例法８①】 

⑵ 東日本大震災により滅失又は損壊

をした建物等の原状回復に要する費

用に充てるために行った寄附金で、

その募集に際し、行政庁の確認を受

けたもの 

 【H23.6.10財務省告示第 204号】 

 

一定の要件を満たすものについて

は、寄附金控除との選択により、

公益社団法人等寄附金特別控除の

対象となります。 

（所得金額の 40％相当額を限度） 

【措法 41の 18の３②】 

⑶ 広く一般に募集され、教育又は科

学の振興等公益の増進に支出するた

めの支出で緊急を要するものに充て

られることが確実であるとして財務

大臣の指定したもの   

【所法 78②二】 

特定寄附金として 

寄附金控除の対象となります。 

（所得金額の 40％相当額を限度） 

【所法 78②】 

 

 

 

 

 

 

一定の要件を満たすものについて

は、寄附金控除との選択により、

公益社団法人等寄附金特別控除の

対象となります。 

（所得金額の 40％相当額を限度） 

【措法 41の 18の３②】 

⑷ 公益の増進等に著しく寄与するも

のとしてその公益社団法人等の主た

る目的である業務に関連する寄附金 

【所法 78②三】 

⑸ 上記⑴から⑷以外の義援金 寄附金控除の対象となりません。 
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６ 特定寄附信託 

 

(1) 特定寄附信託の具体例 

(答) 特定寄附信託とは、信託会社又は信託銀行との間で締結した信託契約で、その信託

財産が以下の法人又は信託に対して支出することを主たる目的とすることその他計画

的な寄附が実施されるための一定の要件を満たすものをいいます。 

イ 公益社団法人及び公益財団法人 

ロ 私立学校法３条に規定する学校法人及び同法 64条第４項の規定により設立された

専修学校・各種学校の設置のみを目的とする法人 

ハ 社会福祉法人 

ニ 更生保護法人 

ホ 特定公益信託 

ヘ 認定 NPO法人 

 

 

 

(2) 特定寄附信託の寄附金控除対象額 

(答)  信託の受益者はその信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、

かつ、その信託財産に帰せられる収益及び費用は、その受益者の収益及び費用とみな

すこととされていることから（所法 13①）、特定寄附信託の信託財産から対象特定寄

附金として支出した金銭は、原則として寄附金控除及び寄附金税額控除の対象となり

ます。 

ただし、非課税の特例の適用を受けた公社債等の利子等については、重複して税制

上の特例の適用を受けることを排除する観点から、その利子等の金額に相当する部分

について寄附金控除、公益社団法人等寄附金特別控除、認定 NPO 法人寄附金特別控除

の適用を受けることはできません（措法４の５⑥、震災特例令 10⑥）。 

 

 

 

(問) 特定寄附信託には具体的にどのような信託が該当しますか。 

(問) 特定寄附信託のうち、寄附金控除の対象となる金額はどのようなものですか。 
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